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構造物の診断≒点検+性能照査+技術者の判定
鋼構造物の診断にあたっては，要求性能，性能規定に対し
て，適切な手法によって，その性能が満足されているのかを
照査することが不可欠である．

主な照査技術（手法）

① グレーディングによる方法（目視，非破壊検査など）
② 構造解析による方法
③ 耐荷力評価式による方法
④ 測定，載荷試験による方法

性能照査で得られた情報をもとに，要求される維持管理水準
に合わせた補修・補強などの「対策」が行われる．

構造物の診断とは？
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１．はじめに ワークフロー
診断は対象構造物の健全度や劣化度の判定により，保有している性能を
適切に評価するために行うもので，日常点検，定期点検，詳細点検結果
に基づいて行われる．

図1.1 点検のワークフローの例
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２．腐食を生じた鋼構造物の診断・劣化予測
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6図 2.1 腐食の分類

腐食

乾食（ミルスケール（黒皮））

湿食 全面腐食（均一腐食）

局部腐食 異種金属接触腐食

すき間腐食

孔食

腐食の定義：金属がそれを取り囲む環境物質によって，
化学的又は電気化学的に侵食されるか，もしくは材質
的に劣化する現象

2.1 概 要
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２．２ 診断
2.2.1 目視調査および既存資料による簡易調査



目視調査による評価例
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2.2.2 詳細評価

腐食した部材の耐荷性や耐久性の詳細調査法を紹介

（１）構造解析による方法

・ 腐食による断面欠損を平均板厚断面として考慮した立体骨組
解析による許容応力照査

・ 腐食による断面欠損をシェル要素の平均板厚として考慮した
弾塑性FEM解析

・ 腐食表面の凹凸をソリッド要素で表現した弾性FEM解析によ
る応力集中照査
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（２）耐荷力評価式による方法

腐食した部材単位での耐荷力を評価するための指標
の例を紹介

・引張耐力の評価
残存引張強度，降伏荷重の推定には，有効板厚
を評価指標とした実験式などが用いられる．

・圧縮(座屈)耐力の評価
腐食による表面性状の変化に強く影響される．
代表板厚を算出して幅厚比パラメタ―を求める
方法や断面欠損率から平滑材の座屈耐荷力曲線
を補正する方法など

有効板厚または表面性状（標準偏差，変動係数）などの定量的
な評価指標を用いて，従来の強度評価式をベースとして残存耐
力を推定する．
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（３） 応力頻度測定，載荷試験による方法

１）応力頻度測定
供用下における部材の発生応力，頻度を直接的に測定し，
活荷重に対する耐荷性を評価する．

２）載荷試験
荷重状態(外力）と応力分布や応力範囲を関連付けるために，

ダンプトラックなど重量が既知の荷重車で載荷試験を行う．
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鋼トラス橋の腐食診断事例
（NEXCO中日本）
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鋼トラス橋の診断事例
（トラス格点部の腐食）

腐食状況

AA判定

AA判定基準
腐食により主部材に孔食や著しい
断面減少が生じ、構造物の耐荷力に
影響を及ぼす恐れがある。
腐食による断面減少が進行し、主部
材が断面欠損している。



14

なぜ早期に分らなかったか？
検査路からは，詳細な点検が困難な箇所

検査路は，床版近くにあり，トラス下弦材格点部を
直接見るのは困難な状況がある
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実際の診断の流れ

ロープアクセス等による詳細調査

補修要否の判断

耐荷性照査
・設計計算書レビュー
・FEM解析

補修方法/範囲の判断

・腐食範囲の計測
・腐食部の板厚の計測
・溶接ビードの計測
・ひずみ計測

近接目視 AA判定
（FCM部材：緊急性あり）

・当て板補修を実施
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現地でのひずみ計測



３．疲労損傷を受ける構造物の診断，
余寿命予測
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疲労の定義：構造物や材料が繰返し荷重を受けて強度が
減少する現象

３．１ 概 要

・鋼材が繰返し荷重を受けるとき，金属中の線状の結晶
欠陥である転位が結晶面を移動し，その結果すべりが
発生し，それが成長することで疲労き裂となる．

・ 疲労損傷の診断・余寿命予測は，既設構造物の応急
対策や補修・補強の必要性の判断，そしてその手法の
検討を目的として行われる．
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外力

鉄原子

結晶

ミクロのすべり 転位

原子の移動

初期の段階では、すべりによる亀
裂は結晶粒界の抵抗で停留する。

金属はなぜ疲労する？



３．２ 診 断
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3.2.1 疲労き裂が発生していない場合
（１）疲労照査の流れ

構造物に作用する応力の評価

応力範囲頻度分布の導出

疲労等級の選定，ホットスポット応力の計算

累積損傷度の計算

等価応力範囲の評価

①計算による方法
②計測による方法

レインフロー法を紹介

「鋼構造物の疲労設計指針・同解説」(JSSC)
の疲労等級，き裂の発生場所、S-N線および
ホットスポット応力を求める方法などを紹介

線形累積被害則 D=∑
(修正）マイナー則，ハイバッハの方法

等価応力範囲

∆ e=
∑ ∆

(m=3,5), ∆ = ∑ ∆∑ (m=5)

疲労設計例
21
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図3.4疲労等級別の設計寿命曲線（S-N線）
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3.2.2 疲労き裂が発生している場合
（１）疲労亀裂が目視により確認できる場合

目視結果に基づく診断では，損傷部位の重要性や損傷
の程度により，緊急的な措置や詳細調査の必要性の判
断等を行う．

橋梁定期点検要領の対策区分判定要領(国交省）では，
緊急対応が必要な損傷として下記を例示

☆ 鈑桁の主桁腹板，鋼製脚横梁に達しているき裂
☆ アーチ橋の支材，トラス橋の斜材，ペンデル支承の

アンカーボルトの破断
☆ 鋼床版の輪荷重載荷位置直下に縦リブの溶接部から

デッキプレート方向に進展するき裂などは緊急対応が
妥当と判断できる場合がある．
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緊急的な措置の例

25



（２）疲労き裂の寸法が非破壊検査により特定される場合

☆ 非破壊検査では，主に亀裂の形状・寸法を調査する．

☆ き裂の損傷状況（貫通の有無，板厚内の亀裂進展方向，溶接と
き裂の関係など）を詳細に把握することが，損傷原因特定のための
詳細調査立案の重要な情報となる．

☆ 構造物の管理者は，診断に関する規定を定め，非破壊検査
（詳細調査）で得られた情報により，健全度，対策区分を判定．

構造物管理者の評価例，判定基準を紹介
国土交通省
NEXCO ３社
阪神高速
鉄道総研
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国土交通省 道路橋定期点検要領の評価例
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鋼鈑桁橋の疲労亀裂の診断事例
（NEXCO中日本）



診断の手順
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主に近接目視点検
過去の損傷事例を参考に着目点を点検

溶接部に塗膜割れ等があれば亀裂と判定
過去の損傷事例を参考に判定

非破壊検査により疲労亀裂を調査
磁粉探傷試験（必要に応じて超音波探傷試験）

開 始

点 検

疲労亀裂

劣化機構の推定
および劣化予測

評 価

詳細調査

対策の
要否判定

対 策

Yes

No

不要

必要

疲労亀裂
No

Yes

疲労亀裂の有無を確認
疲労亀裂の範囲等を調査

疲労亀裂の原因を推定
劣化予測の実施

疲労亀裂の要因や規模等を考慮して評価
既往の規準を参考にして評価

疲労亀裂の評価結果をもとに対策の要否を判
定
対策方法についても検討



疲労亀裂の評価基準例
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評価
区分

一般的状況 鋼部材の疲労き裂を対象とした状況

変
状
個
所
別
の
評
価

Ａ
Ａ

変状が著しく，機能面への影響が非常
に高いと判断され，速やかな対策が必
要な場合

•主桁や縦桁等が破断に至るおそれが大きい亀裂もしくは
亀裂の疑いがある塗膜割れで，１次応力や溶接欠陥を要
因とした損傷。

•即時の損傷状況把握と，応急対策（緊急対応）を含めた
対策手法検討が必要となるものを対象とする。

•また，損傷進展に伴い大規模補修が必要となる亀裂も含
む。

Ａ
１

変状があり，機能低下への影響が高い
と判断される場合

•主桁や縦桁に発生した亀裂もしくは亀裂の疑いがある塗
膜割れで，１次応力や溶接欠陥を要因とした損傷。

•即時に損傷状況を把握した上で，対策手法を検討する必
要があるものを対象とする。

•対傾構等が破断に至るおそれがある明らかな亀裂で，２
次応力を要因としたもの。

Ａ
２

変状があり，機能低下への影響が低い
と判断される場合

•２次応力により対傾構に発生した明らかな亀裂を対象と
する。機能低下への影響は低いと判断されるが，損傷状
況は即時に把握することと位置づける。

Ｂ
変状はあるが，機能低下への影響は無
く，損傷・変状の進行状態を継続的に
観察する必要がある場合

•２次応力等が原因で対傾構等に発生した，亀裂の疑いが
ある塗膜割れを対象とする。観察継続が対応方針となる。

Ｃ
変状の状態（機能面への影響度合いな
ど）に関する判定を行うために，調査
を実施する必要がある場合

―

Ｏ
Ｋ

変状がないか，もしくは軽微な場合

疲労き裂の判定基準



ＳＰ型亀裂の評価事例
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下フランジ

溶接ビード

ソールプレート20mm

a-a断面

20mm

a-a断面

判 定 判 定 の 標 準

ＡＡ ソールプレート前面溶接部に亀裂の疑いがある塗膜割れが発生している場合。

Ａ１ －

Ａ２ －

Ｂ －

※20mm：目視点検で確認可能な
最少寸法の目安

※ソールプレート前面溶接部の亀裂は，進展すれば主桁の破断に至るため特に注意が必要である。また，点検時には，ソー
ルプレート前面溶接部のみでなく，主桁下フランジや同一支承線上の他の主桁に関しても着目する必要がある。

①溶接止端部を起点として下フランジに進展する場合



ＳＰ型亀裂の評価事例
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①溶接止端部を起点として下フランジに進展する場合

l=9

340
166

ウェブﾞ

下フランジﾞ

87

123

塗膜割れ状況 上フランジ

ソールプレート

磁粉探傷試験：亀裂長87mm

損傷判定：ＡＡ
詳細調査における磁粉探傷試験により，主桁下フランジとソールプレート前面溶

接部，下フランジ側の溶接止端部に亀裂を検出したもの。主桁下フランジの上面と
ウェブの溶接部付近に亀裂は表出していない。削り込みによるアンダーカットの除
去（亀裂残存有無）や亀裂進展方向の確認，超音波探傷試験による下フランジ板厚
方向への進展状況確認などの更なる詳細調査の実施が必要であると考えられる事例。



ＳＰ型亀裂の評価事例
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①溶接止端部を起点として下フランジに進展する場合
損傷判定：ＡＡ
１次詳細調査における磁粉探傷試験により亀裂発生が確認された。ソールプレー

ト前面溶接部から主桁下フランジの板厚方向へ亀裂が進展し，下フランジを貫通，
上面に亀裂が表出している。亀裂進展の遅延を目的としたストップホールを設置し
た後，ソールプレートの取替えおよび主桁ウェブ・下フランジへの当て板補強を実
施した事例。



ＳＰ型亀裂の評価事例
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判 定 判 定 の 標 準

ＡＡ
ソールプレート前面溶接部ビードに50mm以上の亀裂の疑いがある塗膜割れが発生
している場合

Ａ１
ソールプレート前面溶接部ビードに50mm未満の亀裂の疑いがある塗膜割れが発生
している場合。

Ａ２ －

Ｂ －
※溶接ルート部を起点とした亀裂は，溶接ビードののど断面のみに進展する場合が多いが，下フランジへ進展している場合
も想定される。ソールプレート前面溶接部に50mm程度の亀裂が発生すれば，下フランジを貫通している恐れがあるので，
それをAA判定とA1判定の判断基準とした。

②溶接ルート部を起点として溶接ビードののど断面に進展する場合

下フランジ
溶接ビード

ソールプレート

下フランジ
溶接ビード

ソールプレート50mm

a-a断面
下フランジ

ソールプレート

腹板



ＳＰ型亀裂の評価事例
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②溶接ルート部を起点として溶接ビードののど断面に進展する場合
損傷判定：ＡＡ

詳細調査における磁粉探傷試験により，主桁下フランジとソールプレートの溶
接部前面，溶接ビード上に亀裂を検出した事例。亀裂が溶接ビードの表面的なもの
である場合，削り込みにより消滅する可能性がある。

l =142

450
ウェブ 下フランジ

l =141

79

l =6l =6

303



ＳＰ型亀裂の評価事例

鋼橋の疲労による損傷の現状と診断方
法 36

②溶接ルート部を起点として溶接ビードののど断面に進展する場合

損傷判定：Ａ1
詳細調査における磁粉探傷試験により，主桁下フランジとソールプレートの溶

接部前面，溶接ビード上に亀裂を検出した事例。亀裂が溶接ビードの表面的なもの
である場合，削り込みにより消滅する可能性がある。

l =38

320
ウェブ

下フランジ

138



ＳＰ型亀裂の評価事例
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判 定 判 定 の 標 準

ＡＡ 主桁下フランジ上面に亀裂の疑いがある塗膜割れが発生している場合。

Ａ１ －

Ａ２ －

Ｂ －
※溶接ルート部を起点とした亀裂は，溶接ビードののど断面には進展せずに，下フランジへ進展することも想定される。そ
の場合には，目視で確認可能な表面的な亀裂は下フランジ上面の小さな亀裂のみとなるため，注意が必要である。

③溶接ルート部を起点として下フランジに進展する場合

下フランジ
溶接ビード

ソールプレートa-a断面
下フランジ

ソールプレート

腹板



Ａ，ＡＲ，Ｂ，ＡＢ型亀裂の評価事例
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垂直補剛材と主桁上フランジ溶接部の亀裂

判 定 判 定 の 標 準

ＡＡ －

Ａ１
垂直補剛材と主桁上フランジ溶接部が破断、または亀裂長が大きく破断に至る直
前の状態にある場合。

Ａ２ 垂直補剛材と主桁上フランジ溶接部の一部に明らかな亀裂がある場合。

Ｂ 垂直補剛材と主桁上フランジ溶接部に亀裂の疑いがある塗膜割れがある場合。

Ａ型
ＡＲ型

Ｂ型 ＡＢ型



４．その他の損傷

変形と高力ボルトの遅れ破壊

☆ 変 形
地震や衝突などにより，許容値等を満たしていない
場合には補修や補強・取換などの対策が必要.

損傷の評価や判定の参考になる事例集を紹介

国土交通省 橋梁定期点検要領,  2014
道路橋定期点検要領, 2014

国総研 道路橋の定期点検に関する参考資料, 2004
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☆ 高力ボルトの遅れ破壊

① 遅れ破壊 ： 水素脆化の一形態であり，応力集中部に蓄積した水
素により，破壊強度が低下することで発生する．特に，
F11T以上の高力ボルトで多く見られる．

② 診断方法 ： 目視，たたき検査，超音波探傷，HE
*/HC

*法（鋼構造協会）など

＊まずは，F11TやF13Tなどがどこに使用されているか図面，
ヘッドマークの確認により把握しておくことが必要

（参考） 対象となる橋梁（道路橋） ： １９６６年～１９８０年に設計された橋梁で
は，F11Tが使用されている可能性がある．

発行年月 基準書等 変遷内容

１９６６年７月 鋼道路橋高力ボルト摩
擦接合設計施工指針

使用ボルトとして，
F9T,F11Tを規定

１９８０年２月 道路橋示方書Ⅱ鋼橋編 F11Tを規定から削除
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５．更 新
☆ 構造物の更新は，物理的要素の観点からなされるものと機能的要素

の観点からなされるのがある．

物理的要素： 保有性能の低下 (損傷や劣化）
機能的要素： 供用期間中の要求性能の変化 （幅員不足など）

☆ 更新は，安全性の向上やLCCの低減を目的とした選択肢の一つ

☆ 更新は，社会的損失を伴うものであり，その判断基準や根拠を工学的
に説明することが重要

出典：国総研試料 第４４４号 41
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鋼鈑桁橋ＲＣ床版の更新事例
（NEXCO中日本）
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更新事例 鋼鈑桁橋ＲＣ床版⇒ＰＣ床版



鋼鈑桁ＲＣ床版の更新施工手順
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①既設ＲＣ床版の切断
②既設ＲＣ床版の撤去完了

③プレキャストＰＣ 床版の架設



ご清聴ありがとうございました
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ロープアクセスによる詳細点検


